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場

論

昭
和
八
年
度
議
算
よ
り
観
に
る
財
政
計
責

町山町
4
aノ

郎

太

JII 

町
、
昭
和
八
年
康
輔
算
の
概
観
と
研
賓
の
範
囲

昭
和
八
年
皮
珠
算
は
一
般
曾
討
の
歳
入
歳
出
川
二
し
l

一
二
億
九
百
俸
高
岡
に
上
つ
町
え
に
特
別
曾
払
川

re併
は
て
の

議
算
純
計
は
、
歳
入
に
於
て
五
十
億
勘
歳
出
に
於
て
約
四
十
九
億
骨
に
達
し
、
未
亡
レ
コ
ー
ド
に
な
い
属
大
濠
算

と
な
っ
た
。
蕗
が
昭
和
八
年
度
理
算
は
歳
出
入
額
の
絶
叫
到
敷
字
が
膨
脹
し
た
の
を
以
て
特
色
と
す
る
許
り
で
な
く
、

牧
支
の
均
衡
が
破
れ
、
一
般
曾
計
に
於
け
る
歳
入
快
陪
は
約
九
億
六
千
高
固
に
上
り
、
歳
入
補
填
益
債
は
約
九
億

五
千
高
固
に
達
し
た
。
之
に
特
別
舎
計
の
後
行
す
る
る
債
並
に
借
入
金
約
一
億
三
干
高
閣
を
加
ふ
る
と
、
昭
和
八

年
度
に
後
行
す
る
公
債
並
に
借
入
金
は
十
億
八
千
高
田
を
突
破
す
る
の
で
あ
る
、
此
中
安
附
公
債
の
二
千
株
高
田

左
借
入
金
五
千
高
固
と
を
除
き
、
残
り
十
億
千
高
固
は
大
韓
に
日
本
銀
行
の
引
受
と
な
る
議
定
で
あ
る
。
そ
れ
に

揚
て
〉
加
へ
て
大
蕪
讃
券
米
穀
謹
券
の
賛
行
は
無
慮
五
六
億
固
に
上
h
ノ
、
而
か
も
日
本
銀
行
の
引
受
・
と
な
る
の
で

あ
る
。
此
R

公
債
借
入
金
短
期
謹
券
の
後
行
額
の
多
き
こ
と
は
、
又
昭
和
八
年
度
強
算
の
特
色
と
す
べ
き
で
め
る
。

而
し
て
此

E
額
の
益
債
や
短
期
謹
券
が
日
本
銀
行
の
引
受
と
な
石
の
で
、
日
本
銀
行
券
が
一
躍
そ
れ
だ
け
多
〈
培

昭
和
八
年
度
珠
算
よ
り
税
た
る
財
政
計
童

第
三
十
六
巻

第
五
琉

凡

O

一↓一

ム

ノ、

政府向調ふ所白歳入有者填公債は六億凡 f五百寓闘である。仮に之を狭義D 赤
字公債と r ひ、之に謝して蕊に述ぷるi歳入補填公債を演義白赤字と名ずけて
置〈。

2) 大蔵省預金部に運用餓力ある限り其引受となる'ときも、然bざる場舎には日
本銀行の引受止ならう。

1) 

• 



昭
和
八
年
度
猿
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
重

第
三
十
大
巻

八

O
凶

第
五
務

四

殺
せ
ら
れ
る
こ
と
冶
な
る
。
き
う
な
る
と
過
度
の
通
貨
膨
脹
を
来
七
じ
、
延
て
鴻
替
相
場
を
低
落
せ
し
作
る
虞
が

あ
る
。昭

和
八
年
度
濠
算
は
此
〈
し
て
我
園
財
政
の
基
礎
を
危
〈
す
る
も
の
が
あ
り
、
実
質
行
に
依
て
生
宇
名
鑑
梼
的

影
響
は
心
を
寒
う
す
る
も
の
が
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ね
。
そ
こ
で
財
政
の
建
て
直
し
ゃ
、
遁
貨
の
統
制
乃
至
満

替
の
統
制
が
必
要
L
L
な
っ
て
来
る
。
陛
に
増
税
論
の
趨
っ
て
来
た
の
は
偶
然
で
な
く
、
日
銀
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
ォ

ペ
レ

1
ジ
ョ
ン
、
叉
は
潟
替
管
理
が
入
釜
し
く
論
議
せ
ら
れ
て
ゐ
る
は
営
然
の
こ
'
と
う
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

現
は
此
論
文
仁
於
て
昭
和
八
年
度
融
算
が
財
政
の
基
礎
を
危
く
す
る
に
歪
ウ
?
所
刊
品
、
堂
一
建
て
直
し
を
な
さ
お

ば
な
ら
ぬ
所
以
を
明
に
し
て
見
た
い
と
思
ム
。
強
算
の
鰹
梼
的
影
響
に
至
つ
て
は
之
を
他
の
機
曾
に
譲
る
。
財
政

の
建
て
直
し
は
勢
ひ
之
を
九
年
度
以
降
に
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
然
ら
ぱ
昭
和
九
年
度
以
降
の
財
政
牧
支
の
関
係
は

如
何
に
な
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
財
政
計
査
の
問
題
と
な
っ
て
来
る
。
財
政
計
書
の
問
題
は
一
般
曾

計
に
於
て
最
も
肝
要
で
あ
る
。
殊
に

E
額
の
赤
字
が
出
て
来
て
ゐ
る
の
は
一
一
般
曾
計
で
あ
り
、
増
税
論
の
営
て
持

ま
る
の
は
一
一
般
舎
計
で
あ
る
。
在
は
此
論
文
に
於
て
は
一
一
般
舎
計
の
範
園
に
於
て
之
を
討
究
す
る
こ
と
注
す
る
。

二
、
融
算
と
財
政
計
置
1

1
概
計
表

財
政
計
章
と
は
い
ふ
迄
も
な
く
、
崎
市
来
永
き
に
豆
、
り
て
牧
入
と
支
出
・
と
が
出
合
ム
様
に
作
ら
れ
る
計
重
で
あ
る
、

市
し
て
珠
算
は
業
財
政
計
査
の
一
部
の
現
は
れ
で
、
其
営
該
年
度
に
於
で
鴻
き
る
〉
牧
支
の
関
係
争
』
明
に
せ
る
も

の
に
外
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
営
局
者
は
財
政
計
査
を
立
て
〉
置
い
て
諜
算
を
編
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
少
〈
と
も
強

算
を
編
成
す
る

k
同
時
に
崎
市
来
の
財
政
計
査
を
明
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
園
に
於
て
は
従
来
襲
算
を
編
成
す
る
と



同
時
に
財
政
計
蓋
を
立
て
〉
ゐ
た
。
否
財
政
計
費
を
基
準
と
し
て
経
費
の
査
定
を
し
て
居
っ
た
。
業
財
政
計
査
は

所
謂
概
計
表
の
名
を
以
て
知
ら
れ
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
昭
和
八
年
度
理
算
が
編
成
せ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
ぞ
れ
と
並

行
し
て
昭
和
八
年
度
以
降
十
箇
年
歳
入
歳
出
概
計
表
が
作
ら
れ
、
換
算
が
議
算
綿
舎
に
於
て
審
議
せ
ら
れ
る
に
際

し
て
世
間
に
愛
表
せ
ら
れ
る
の
が
例
と
な
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

慮
で
昭
和
七
年
度
以
来
、
比
概
計
表
は
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
否
少
く
と
も
何
蕗
に
於
て
・
也
、
接
表
せ
ら
れ
な

く
な
っ
た
。
そ
こ
で
昭
和
八
年
度
珠
算
は
之
を
知
り
得
て
も
、
昭
和
九
年
度
以
降
に
於
て
財
政
の
牧
支
が
如
何
に

な
4
0
か
が
『
知
行
特
な
い
の
で
め
る
ο

昭
和
九
年
度
以
降
仁
於
て
財
政
政
支
が
如
何
に
な
h
行
〈
か
を
詳
に
せ
な
い

で
は
、
増
税
論
に
し
て
も
、
財
政
磐
四
諭
に
し
七

b
持
司
標
川
畑
山
い
の
そ
こ
?
私
は
政
府
，
か
概
計
表
μ
…
諜
表
吋
な

い
の
に
拘
ら
守
、
昭
和
八
年
度
強
算
に
依
り
て
昭
和
九
年
度
以
降
の
牧
支
関
係
会
議
想
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

D

O

0

0

0

0

0

 

先
づ
蹴
計
表
の
作
り
方
を
明
一
に
す
る
。
昭
和
九
年
度
以
後
に
は
歳
入
に
自
然
増
肢
が
め
る
と
同
様
に
歳
出
に
新

規
増
加
が
あ
ら
う
が
、
ぞ
れ
は
全
〈
見
な
い
で
、
昭
和
八
年
度
聾
算
に
於
け
る
歳
出
入
念
基
幹
と
し
、
後
年
に
於

て
法
律
上
諜
算
上
増
減
の
定
ま
っ
て
ゐ
る
色
の
の
み
を
増
減
し
て
股
入
と
支
出
と
を
見
合
は
せ
る
の
で
あ
る
。

此
の
如
き
概
計
表
の
作
り
方
よ
り
出
援
す
る
と
、
鰹
常
費
経
常
取
入
は
達
観
的
に
い
へ
ば
、
昭
和
八
年
度
聾
算

が
基
準
と
な
っ
て
、
持
来
少
く
と
も
十
箇
年
を
貫
い
て
牧
支
せ
ら
る
旨
も
の
左
見
て
よ
い
。
新
規
範
常
費
で
一
箇

年
八
?
を
計
上
せ
。
さ
る
も
の
に
め
り
で
は
、
後
年
に
於
て
は
之
金
一
箇
年
分
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
言
を
侠
に
ぬ
。

臨
時
費
と
臨
時
牧
入
に
至
つ
て
は
昭
和
八
年
度
を
基
準
と
す
る
と
は
い
え
そ
こ
に
相
官
の
増
減
あ
る
を
見
れ
ぬ
。

臨
時
費
に
於
て
は
織
績
費
に
閲
す
る
限
り
、
既
定
の
年
度
割
に
依
っ
て
後
年
度
の
費
額
を
定
む
ペ
〈
、
一
年
限
り

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
董

第
三
十
六
巻

八

O
五

第
五
務

六
五



昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

第
五
費量

八

O
六

中ノ、
~ ノ、

の
も
の
は
之
ぞ
後
年
度
の
経
費
よ
り
除
〈
べ
き
で
あ
る
。
臨
時
牧
入
に
於
て
は
、
十
年
間
の
一
公
債
計
査
が
立
っ
て

居
れ
ば
そ
れ
も
計
上
せ
ら
れ
る
こ
と
論
争
-
侯
た
ぬ
が
、
今
日
に
於
て
は
赤
字
公
債
で
あ
る
以
上
、
十
年
間
の
会
債

計
蓋
の
立
て
や
う
が
な
い
。
公
共
圏
憧
工
事
費
納
付
金
及
公
共
圏
瞳
工
事
分
轄
金
は
土
木
事
業
の
櫨
績
費
主
の
封

立
と
な
る
べ

t
、
官
有
物
の
梯
下
や
雑
枇
入
は
大
睦
昭
和
九
年
度
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

王
、
昭
和
八
年
度
歳
出
入
と
昭
和
六
年
度
歳
出
入
と
の
比
較

私
は
昭
和
八
年
度
以
降
の
財
政
計
量
を
検
討
す
る
に
嘗
り
、
先
づ
昭
和
八
年
度
歳
出
入
を
昭
和
六
年
度
歳
出
入

に
北
枕
し
て
見
や
り
。
其
班
尚
は
外
?
"
も
無
い
。
純
一
に
w

昭
和
六
平
山
肢
に
於
て
は
概
計
十
干
択
が
脱
税
引
枇
廿
ら
れ
、
且

つ
今
日
に
於
て
其
の
決
算
も
公
に
な
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
同
年
度
が
最
近
に
於
て
歳
出
の
最
も
少

か
っ
た
年
度
で
あ
り
、
同
時
に
世
界
の
不
景
気
の
影
響
を
受
け
て
歳
入
の
非
常
に
減
じ
て
ゐ
七
年
度
で
あ
る
か
ら

で
め
り
、
第
三
に
、
同
年
度
が
最
近
に
於
て
大
韓
に
牧
支
の
均
衡
の
取
れ
に
最
後
の
年
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

昭
和
六
年
度
の
営
初
珠
算
に
於
て
は
、
政
支
の
辻
棲
が
令
つ
で
居
っ
た
。
只
追
加
議
算
に
於
て
失
業
救
梼
の
斜

め
に
二
千
二
百
高
固
の
道
路
公
債
を
費
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
年
度
が
進
行
し
‘
最
後
の
三
箇
月
に
な
っ
て
七
千

七
百
高
闘
の
満
洲
事
件
公
債
及
借
入
金
を
起
し
、
克
に
年
度
末
に
際
し
、
震
災
善
後
会
債
其
他
の
公
債
卸
も
慶
義

の
赤
字
会
債
二
千
百
高
闘
を
議
行
し
、
滅
償
基
金
繰
入
四
千
四
百
高
固
を
減
額
し
、
以
て
歳
入
観
陥
を
補
填
し
た

切
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
其
決
算
に
於
て
は
、
歳
入
が
歳
出
に
超
過
し
、
業
額
五
千
四
百
高
闘
に
及
ん
ピ
。
是
が
故
L

に
昭
和
六
年
度
に
於
て
は
、
満
洲
事
件
費
ぞ
除
き
、
滅
債
基
金
繰
入
一
部
中
止
ぞ
認
か
る
と
き
は
、
大
韓
に
収
支

の
均
衡
が
取
れ
た
年
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。



• 

以
上
の
理
由
に
依
り
昭
和
八
年
度
聾
算
を
昭
和
六
年
度
聾
算
及
決
算
に
比
較
す
る
に
、

• 
定
の
如
く
で
あ
る
。
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庖

分

経歳「一一一歳合臨経歳台 臨
入 {品前借公聾
過時常出入年 時常入

I~ 計 言1 度入債遇 t
昔日昔日 剰 歳ll'ß 昔I~

i成
金 金 金 入

6. 
ど'"

一
、
一
八
王
、
友
克
、
一
弔
問

}
三
士
、
八
二
回
、
一
也
E

ノ、 z、 ー一
一ー三三ノ、
- cコー-、一、、
35. 三三己 ー-
一一 三三 A包

cミ 弓台
三き主
ノ一、 〆主ー」ヨ

三
日
品
、
司
王
一
、
口
一
(
七

一
、
回
也
円
、
八
七
五
、
二
回
一

Z
一
回
、
一
口
五
、
一
毛
口

一、回

42、
九
口
回
、
七
千
九

一
、
量
一
、
口
実

草
岡
、
=
〔
}
六
、
八
口
{
〕

ム

右
の
表
習
に
依
っ
て
之
を
見
る
と
、

同
昭
和
八
年
度
議
算
は
昭
和
六
年
度
珠
算
に
比
し
、

衣
の
事
賓
が
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

晶
、
人
{
〕
五
、
人
口
晶
一

《

LI， 

A
D
ニゅ一
Z
A
、
七
円

ん一九八、六一一

人
}
穴
、
λ
一
一
.
月
一

一一民、九コ一賞、
1
2一

宮
叫
ん
、
亘
書
一
、
九
三
七

一
豆
一
品
、
一
五
ニ
、
占
ニ
旦

五
七
向
、
=
一
八
昔
、
ロ
一

A
喜
一
、
害
一
品
、
き
一
五
一

経
常
聾
に
於
て
ヤ
億
人
千
百
高
園
、
臨
時
費
に
於
で
六
億

千
高
園
、
計
八
億
千
百
高
闘
を
増
し
て
ゐ
る
こ
と

尚
之
に
反
し
て
鰹
常
牧
入
に
於
て
一
億
五
百
高
圏
、
臨
時
牧
入
中
の
普
通
牧
入
に
於
て
千
四
百
高
園
、
計
約
一
信

昭
和
八
年
度
濠
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

八
。
七

第
五
時
嗣

六
七



昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
童

第
一
一
一
十
六
巻

八

O
八

第
五
競

六
八

、
、
、
、
、
.
、
.

二
子
高
闘
を
減
じ
、
円
公
債
借
入
金
に
於
て
約
九
億
三
千
高
闘
を
婚
し
て
ゐ
る
こ
と

問
経
常
費
と
経
常
般
入
と
を
比
較
す
る
と
、
昭
和
六
年
度
に
於
て
牧
入
逼
二
億
千
三
百
俸
高
固
で
あ
っ
た
も
の
が
、

昭
和
八
年
度
に
は
急
師
押
し
て
、
牧
入
不
足
七
千
三
百
高
固
と
な
っ
た
、
意
に
計
二
億
八
千
六
百
蔦
園
の
紅
ひ
が

、.、.、.、.、.、.、，

生
じ
て
来
た
こ
と

此脂一マの市南・貿
hT
疋
に
約
言
寸
る
と
、
昭
和
六
年
度
に
於
て
は
粧
常
政
入
命
以
て
粧
枯
費
を
・
ヌ
耕
し
て
愉
偽
り
あ
り
、

更
に
二
億
千
俸
高
岡
の
臨
時
費
&
文
辞
し
て
ゐ
に
。
却
ち
財
政
の
基
礎
は
設
閣
で
あ
つ
に
川
、
北
(
後
経
常
枇
入
一
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
、
、

棋
中
る
に
反
し
て
経
常
豊
臨
時
費
共
に
撒
増
し
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
は
経
常
牧
入
を
以
て
経
常
農
を
支
排
す
る

に
足
ら
や
、
七
千
三
百
高
固
の

E
額
の
経
常
費
を
公
債
に
依
っ
て
支
馳
附
す
る
こ
と
、
な
っ
た
。
財
政
の
基
礎
が
危

く
な
っ
た
、
と
請
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「

此
財
政
の
屋
壷
骨
が
動
い
て
来
た
こ
と
は
、
官
に
昭
和
八
年
度
の
漁
算
に
於
て
の
み
マ
無
4
、
昭
和
八
牛
以
後

の
財
政
計
書
に
現
は
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

園
、
昭
和
六
年
度
以
降
提
出
入
構
計
衰
を
基
準
と
し
て

以
上
論
争
る
所
に
依
h
J
、
昭
和
八
年
度
以
降
の
概
計
表
に
は
十
筒
年
を
通
じ
て
、
少
く
と
色
三
億
園
内
外
の
齢

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

常
的
歳
入
不
足
が
表
は
れ
て
来
る
こ
と
が
明
と
な
る
罪
で
あ
る
、
向
之
を
謹
明
す
る
矯
め
に
、
政
府
の
後
表
と
し

て
は
最
後
の
も
の
で
あ
る
所
の
昭
和
六
年
度
以
降
十
箇
年
蔵
入
歳
出
諌
算
概
計
表
を
引
合
に
出
わ
て
見
る
。
、
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昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
税
た
る
財
政
計
童

第
三
十
六
巻

F、-
Q 

第
五
務

ーヒ
o 

備
考

右
表
に
示
せ
る
六
年
度
の
歳
出
歳
入
自
鍛
字
が
第
一
表
に
示
せ
る
そ
れ
と
一
致
せ
ぎ
る
は
、
追
加
珠
算
を
含
む
と
否
と
に
依
る
相
違
で
あ

る
。
右
の
機
計
表
は
第
五
十
九
議
舎
の
珠
算
綿
舎
に
於
て
公
表
し
た
も
の
に
係
る
。
其
後
同
議
舎
に
於
で
第
一
披
及
第
二
時
耽
追
加
橡
算
が

提
出
せ
ら
れ
、
失
業
救
務
道
路
改
頁
費
一
一
千
七
百
高
園
、
業
他
、
災
害
土
木
賀
補
助
、
救
護
法
施
行
曲
目
、
農
村
振
興
費
等
に
謝
し
、
失
業

救
清
道
路
公
債
二
千
二
百
世
間
園
、
t

地
方
分
権
金
五
百
五
十
蔦
圏
、
競
馬
法
改
正
に
伶
ふ
収
入
場
育
寓
園
、
抵
常
設
券
法
貰
施
に
伴
ふ
印
紙

収
入
の
帯
百
高
圏
、
関
税
定
率
法
改
正
に
件
ふ
関
税
収
入
増
五
十
市
両
国
を
加
ふ
る
こ
と
に
な

P
、
更
に
六
十
一
議
含
犬
養
内
閣
の
↑
下
に
於

て
、
治
加
議
算
が
提
出
せ
ら

ι満
洲
事
件
費
七
百
丘
十
時
岡
、
同
額
の
借
入
金
、
恩
給
増
百
間
十
高
圏
在
加
ふ
る
と
と
ふ
な
づ
た
。
故
に

概
計
表
に
は
前
表
の
般
学
に
、
経
常
収
入
と
し
て
二
百
五
十
時
悶
、
時
日
現
枇
入
一
λ
六
百
視
闘
を
加
ふ
品
喋
が
あ
品
。

此
概
計
表
に
依
℃
之
を
観
る
も
、

経
常
歳
入
と
鰹
常
蔵
出
と
は
、

初
の
年
度
の
数
字
に
似
た
り
寄
っ
た
り
の
も

の
炉
後
の
九
筒
年
を
貫
い
て
ゐ
る
。
昭
和
人
年
度
以
降
の
概
計
表
を
作
る
と
す
る
と
、
之
と
同
じ
様
に
、
経
常
敗

、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
.
、
、
、
、
.
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

入
と
経
常
費
と
は
大
曜
に
於
て
昭
和
八
年
度
の
そ
れ
を
以
て
貫
か
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
昭
和
六
年
度
以
降
概
計
表

に
於
で
は
各
年
度
に
於
て
経
常
牧
入
の
粧
常
費
に
超
過
す
る
こ
と
二
億
圏
内
外
で
牧
支
の
均
衡
を
得
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
昭
和
八
年
度
以
降
の
財
政
計
量
に
於
て
は
、
経
常
牧
入
の
経
常
費
に
足
ら
F
る
乙
と
七
千
高
屈
で
あ
右

‘
.
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、

主
す
る
と
、
根
本
に
於
て
二
億
七
八
千
高
田
の
歳
入
不
足
が
現
は
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。

五
、
財
政
計
重
土

ι於
け
る
鰹
常
歳
出
入
の
掛
照

昭
和
八
年
度
以
降
の
財
政
計
査
を
検
討
す
る
に
営
り
て
は
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
鮭
常
牧
入
が
減
じ
、
経
常
費

が
激
増
し
た
原
因
を
詮
索
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

•••••• -
、
経
常
牧
入
の
誠
じ
た
の
は
、
租
税
に
於
て
八
千
五
百
高
田
を
、
印
紙
牧
入
に
於
て
四
百
高
固
を
、
官
業
耽
入

に
於
て
四
千
三
百
高
固
を
減
じ
、
日
銀
納
付
金
に
於
て
二
千
七
百
高
固
を
増
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
租
税
官
業
般
入



の
械
は
財
界
の
反
映
で
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
現
に
六
年
度
の
決
算
に
於
て
も
、
経
常
耽
入
は
十
三
億

千
四
百
高
固
と
な
っ
て
ゐ
る
。
昭
和
八
年
度
強
算
に
於
け
る
経
常
牧
入
は
そ
れ
よ
り
も
二
千
俸
高
回
程
少
く
な
っ

て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
ぞ
れ
を
一
臆
牌
来
十
箇
年
の
経
常
牧
入
左
見
る
は
、
財
政
計
書
を
立
つ
る
に
於
て
営
然
の
こ

L
」
〉
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

.

.

.

.

 

T
 

.

.

 

一
一
、
経
常
費
の
激
増
し
た
の
は
、
昭
和
八
年
度
鰐
常
費
を
同
六
年
度
経
常
費
に
比
す
る
こ
?
と
に
依
て
明
と
な
る
。

ム
ー
業
増
加
の
主
な
る
も
の
(
百
高
回
以
上
)
を
奉
げ
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

~~~ 

r，，[ 

一

昭

和

八

年

府

議

第

一

昭

和

六

年

度

湧

算

一

昭

和

六

年

度

決

算

一

比

較

l
t

同
年
由
民
涼
算
に

hd
」
-
阜
、
何
度
決
算
忙

t
L

~ 

， 
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特金及補支
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計入金賞金

恩事

給費
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昌也口、喜一回、三五一

国

J
百
六
、
E
C
己一

』毛、七九八、平均一一日一

六(〕、一屯口、九回三一

一司、五ニ五、六一一完

Z

、告一呉、一一
-5

一一、口六口、九一一一
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回人、八一
Z
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叫ん六 Cコ

ニ(〕、吾豆、六三~一ハ

E

、回二九、六口一

一一、口六口、一回唱

一一=一、ん田園、一王国D
 

E

昔、告白玉、九四六

五豆、均一宅、九口回
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芸美曾員塁芸皇室!日
歪壬兄三克三 rE三ド
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右
表
に
依
っ
て
之
佐
観
る
と
、
経
常
費
の
激
増
を
来
し
た
る
主
因
は
国
債
整
理
基
金
繰
入
培
、
諸
排
反
補
填
金

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
現
た
る
財
政
計
室

第
三
十
六
巻

増
.
海
軍
軍
事
費
培
、
年
金
恩
給
帯
広
存
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
諸
梯
艮
及
補
填
金
の
増
は
貨
幣
交
換
差
金
八

i¥. 

第
五
時
踊

七



昭
和
八
年
度
猿
算
よ
り
貌
た
る
財
政
計
童

第
三
十
大
巻

i¥. 

第
五
就

七

百
傍
首
問
国
ハ
昭
和
六
年
度
目
一
、

O
六
O
、
七
八
八
回
に
艶
し
八
年
度
は
九
、
二
八
九
百
五
六
五
闘
を
計
上
す
)
の
培
を
主
な
る
も
の
と

し
(
諸
梯
戻
は
百
寓
圏
程
減
)
、
園
債
整
理
基
金
の
増
は
圃
債
利
子
の
増
と
貨
幣
交
換
差
金
の
増
の
矯
め
で
あ
り
(
園
債

償
濯
額
は
二
千
五
百
八
十
寓
困
の
号
、
海
軍
軍
事
費
の
増
加
は
、
新
艦
船
維
持
費
、
航
空
関
係
鰹
費
、
翁
替
相
場
整
動
に

0

0

0

0

0

0

0

0

 

基
〈
経
費
の
晴
を
主
な
る
も
の
と
す
。
是
が
故
に
粧
常
費
増
加
の
主
因
は
、
闘
債
利
子
の
増
加
、
震
替
差
金
、
新

艦
舶
及
航
空
隊
維
持
費
増
加
の
コ
一
に
存
す
る
正
見
て
差
支
な
い
。
そ
こ
で
鰹
常
費
の
購
来
を
議
想
す
る
鴻
め
に
経

常
費
の
激
増
の
三
原
因
を
検
討
し
て
見
&
。

六
、
都
常
費
融
閣
の
原
聞
と
概
酌
薮
抗
於
貯
る
艇
官
費
の
輔

-
、
札
即
偽
札
川
?
村
山
山
静
脈
に
就
て
之
を
見
る
に
、
国
債
の
利
子
は
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
二
一
六
玉
、
一
九
玉
、
四

七
一
固
に
計
上
せ
ら
れ
て
居
り
々
七
年
度
に
比
し
、
四
六
、
二
三
四
二
九
四
国
ぞ
増
し
、
六
年
度
に
比
じ
七
一
、

八
六
O
、
八
二
九
園
長
}
増
し
て
ゐ
る
。
驚
く
べ
き
激
増
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
昭
和
六
年
の
営
時
に
於
て
は
、
時
の

内
閣
が
公
債
の
綿
額
を
し
て
六
十
億
国
営
越
え
し
め
r
d

る
の
政
策
を
固
執
し
て
ゐ
た
が
、
其
後
の
内
閣
に
至
り
、

母
債
政
策
↓
盤
し
、
昭
和
七
年
一
月
よ
り
三
月
の
聞
に
七
七
、
二
九
五
、
五
一
九
回
、
昭
和
七
年
度
に
於
て
七
五
五
、

九
六

O
、
七
三
五
回
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
更
に
九
五
七
、
二
九
一
、
一

O
六
回
(
借
入
金
、
突
附
公
債
を
含
立
、
計
二

七
九
O
、
五
回
七
、
一
二
六
O
固
の
会
債
が
増
後
せ
ら
れ
る
こ
と
〉
な
っ
た
。
前
後
行
債
格
差
滅
補
填
の
矯
め
に
袋
行

せ
ら
れ
た
る
会
債
は
、
七
年
度
末
迄
に
既
に
三
千
高
固
を
算
し
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
も
相
営

E
額
に
土
る
べ
き

が
故
に
、
昭
和
七
年
初
よ
り
二
年
三
箇
月
の
聞
に
一
般
舎
計
に
於
け
る
公
債
増
畿
は
十
八
億
五
千
高
固
に
遣
す
る

で
あ
ら
う
、
之
に
特
別
舎
計
費
行
の
公
債
を
加
ふ
る
と
、
昭
和
八
年
度
末
に
は
園
債
総
額
八
十
億
屈
を
突
破
す
べ



t
.
昭
和
六
年
末
の
六
十
億
に
比
す
れ
ば
、
正
し
く
二
十
億
闘
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
園
債
額
の
激
増
異
に
驚
異

に
値
す
る
の
で
あ
る
。
国
債
十
八
億
五
千
高
闘
の
増
加
に
劃
し
て
は
、
園
債
の
利
子
は
年
五
分
と
す
れ
ば
九
千
二

百
高
園
、
年
四
分
宇
と
し
て
も
八
千
三
百
高
固
に
上
る
べ
き
で
あ
る
。
昭
和
八
年
度
の
諌
算
に
利
子
帯
約
七
千
二
百

高
闘
を
計
上
せ
る
は
、
新
規
会
債
の
利
子
に
就
て
は
大
瞳
宇
箇
年
八
?
を
計
上
せ
る
が
縛
め
で
あ
る
。
隠
っ
て
此
幽

債
の
利
子
は
昭
和
九
年
以
後
に
於
て
克
に
千
寓
闘
乃
至
二
千
高
固
を
増
加
す
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
げ
か
故
に
概

、、‘.、.、，
h
m
h
w

、
明
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、

計
表
は
此
鮎
よ
り
考
察
し
て
も
昭
和
九
年
度
以
降
経
常
費
を
少
〈
と
色
八
千
高
固
増
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。

••••• =
、
震
替
差
損
金
は
経
常
費
と
し
て
は
、
主
と
し
て
大
捷
省
諸
悌
一
民
及
補
虞
金
、
外
閣
債
の
-
川
一
利
捕
‘
海
軍
軍
事

費
の
外
国
購
入
費
の
中
に
現
は
れ
て
ゐ
石
こ
と
、
慨
に
過
ぺ
た
通
り
で
あ
る
が
、
殆
H

と
各
省
の
濠
算
‘
の
中
に
於
て

義
務
費
等
の
外
相
周
文
排
hva
架
す
る
も
の
や
、
人
制
費
物
併
費

ι闘
聯
し

τ現
は
れ

τゐ
る
む
人
件
費
と
物
件
費
の

一
部
分
・
と
は
臨
時
費
の
中
に
入
れ
て
ゐ
る
が
、
其
額
は
千
億
高
固
に
上
る
。
然
し
嬬
替
差
損
金
は
経
常
費
を
主
と

•••• 

す
る
か
ら
、
此
際
便
宜
上
臨
時
費
を
色
包
括
し
て
潟
替
差
損
金
部
を
考
察
す
る
こ
と
う
す
名
。
今
一
般
曾
計
に
於
げ

る
外
国
梯
金
額
を
調
ぷ
る
に
左
の
如
く
で
あ
る
。

東物

計埴自
置

合補枇 蕗入同

分
給自のを

金きき要梯

基

本

三一= Z ノ三Z、 プ" ，;、・ 4五恒、 重量
、

3五回h正、 八プZ司、h 三E一五、" J三六b 三4ーc;; 算

プ、可Z d、、-、 3cZ週D 4 、. 額
一Cコー三一且 三プ間昆~ 

j唱にこ~主 ーー -三-三 za jta 7Cてコ

靖基加〈替鴛相場

4三CE3コ、 ZCCEココ、 4ーーニ、-t垣区正局2、 ノJZユ、L、 ノノ、、、
額塑官|

CプRコ玉b、事 cC亡コココ、 ー彦ヨと、三、2 プ二一二ー匂、 塁三2月E1、L 4位且、2 

昭
和
八
年
度
濠
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
童

しに
て国土
居る表
り外の
、国外

特・梯
ー別・の横
一 曾 ・ 宥 潰
九計・加市
固にが利
に於、子
野て主補
しはな給
震基るも
替本原潜
差聾困替
損算を下
額 ι額な落

三
、
玉
三
六
、

二
二
ヱ
ハ
一
一
一
、
四
六
七
闘
を
計
上
し
て
ゐ
る
が
、

第
三
十
六
巻

第
五
披

セ

A 



昭

和

八

年

度

換

算

よ

り

親

た

る

財

政

計

童

第

三

十

宍

巻

S

八
一
凶

奮
韓
国
政
府
が
日
本
興
業
銀
行
よ
り
借
入
れ
た
る
第
二
起
業
資
金
の
資
金
た
る
英
貨
興
業
債
券
の
一
応
利
榔
に
要
す

る
鴻
替
差
損
補
給
六
二
二
七
、
七
五

O
固
を
も
之
に
加
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
政
府
は
興
業
銀
行
に
封
す
る
補
給
を

現
金
を
以
て
せ
や
、
交
付
公
債
を
以
て
す
る
が
故
に
、
議
算
に
は
其
交
付
公
債
の
利
子
の
み
を
計
上
す
。
然
し
震
替

下
落
の
財
政
に
及
ぼ
す
影
響
を
明
に
せ
ん
と
せ
ば
纏
て
是
等
を
包
括
し
て
見
ね
出
な
ら
ぬ
。
此
の
加
〈
考
察
す
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
.
、
、

.h.
、
、
、
.
、
、
、

ぱ
潟
替
差
損
金
は
九
千
八
百
四
十
六
高
七
千
餅
固
い
上
る
。

第
五
就

七
四

鹿
で
満
替
差
損
金
法
議
務
費
等
の
支
棚
日
於

τは
潤
米
治
時
二
卜
一
九
州
と
し
て
計
算
し
て
府
み
。
人
件
現
物
件

聾
等
に
至
つ
て
は
第
替
の
下
落
に
逆
比
例
し
て
ヨ
η
ノ
多
〈
の
海
外
支
抑
を
要
す
る
に
拘
ら
争
、
英
晴
加
を
要
す
る

顧
の
全
部
を
支
給
せ
十
、
業
一
部
分
(
物
件
費
に
あ
り
で
は
六
割
、
人
件
費
に
あ
p
て
は
八
割
)
を
支
給
し
て
其
範
固
に
於
て

賄
は
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
件
費
は
補
充
費
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
向
増
加
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら

う
し
、
物
件
費
も
購
入
品
額
全
誠
一
宇
る
こ
と
を
得
る
も
の
は
格
別
、
然
ら

a

さ
る
も
の
に
あ
り
で
は
珠
算
貴
行
に
際

し
其
増
加
を
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
べ
く
潟
替
差
金
は
更
に
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

要
す
る
に
潟
替
下
落
の
笈
め
に
経
費
の
増
加
せ
る
も
の
、
昭
和
八
年
度
に
於
て
は
約
一
億
固
に
上
る
。
財
政
上

の
打
撃
は
容
易
な
ら
す
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
財
政
営
局
者
は
震
替
差
損
金
の
整
理
方
に
付
て
は
基
本
に
名
粧
費

の
経
常
費
た
る
と
臨
時
費
た
る
と
に
依
り
経
常
費
の
増
と
臨
時
費
の
増
と
に
匝
別
し
て
居
り
、
何
れ
に
し
て
色
一

年
限
り
の
費
用
と
し
て
、
概
計
表
に
於
て
後
年
の
歳
出
に
表
は
さ
ぎ
る
意
思
な
る
か
も
知
れ
な
い
1

然
U
渇
替
が

奮
卒
債
ぷ
還
る
が
如
台
は
何
人
i
b
想
像
せ

F
る
所
で
あ
っ
て
、
苛
〈
も
国
家
が
外
債
の
元
利
梯
を
初
め
l

海
外
支



携
を
要
す
る
左
せ
ば
)
翁
替
差
金
は
之
を
概
計
表
の
上
に
現
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
財
政
営
局
者
の
聾
算
編
成
方
法

に
依
り
、
骨
骨
卦
全
小
川
紗
恥
骨
山
一
昨
わ
が
い
か
い
い
か
い
取
つ
や
h
f
p
v
、
実
額
は
夕
刊
骨
固
い
下
い
ぬ
。

L
A
争
炉

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

鰹
費
は
概
計
表
に
於
て
後
年
度
に
百
一
り
経
常
費
増
と
し
て
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。0

0

0

O

D

D

 

-
二
、
海
軍
事
貯
の
増
加
は
大
韓
三
千
八
百
高
固
で
あ
る
が
、
其
第
一
は
新
艦
舶
維
持
費
(
乗
組
員
賞
、
燃
料
費
、
修

理
費
)
で
め
っ
で
、
千
五
百
高
齢
の
増
で
あ
る
、

昭
和
三
年
度
に
竣
工
し
た
艦
船
の
残
り
の
分
と
、

年
度
六
年
度
に
故
工
せ
る
艦
舶
の
全
部
と
に
封
す
る
維
持
費
で
あ
る
、
財
政
難
の
満
に
歴
代
の
内
閣
は
此
新
臆
舶

昭
和
四
年
度
五

維
持
費
を
認
な
石
に
鷹
躍
し
、

午
来
の
宿
題
eT
刷
所。

決
し
に
。
燃
し
え

t
同
昨
い
い
櫛
計
炭
仁
於
，
t
は
そ
れ
に
り
経
治
典
の
璃
と
な
っ
て
兼
ね
ば
な
ら
ぬ
。

A
A
第
二
日
航

吋

ω
内

》

戸

i
M

戸

L

-

D

.

、.

か
一
院
維
持
費
で
め
っ
て
千
七
百
四
十
株
高
固
の
増
で
あ
石
、
航
空
隊
は
倫
敦
健
約
後
十
四
隊
を
新
設
し
昭
和
十
三

延
ば
し
に
延
ば
し
た
b
の
で
あ

a炉
、
今
回
は
一
握
に
し
て
.

年
に
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
の
を
、
六
十
三
議
曾
に
於
て
其
一
部
を
操
上
げ
た
。
八
年
度
磯
崎
算
に
は
、
臨
時

費
に
於
て
亙
に
四
百
七
十
高
囲
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
経
常
費
と
し
て
は
、
イ
航
空
隊
編
成
替
及
維
持
に
要

す
る
鰹
費
約
七
百
七
十
高
園
、
ロ
航
宰
兵
器
維
持
費
の
増
(
従
来
一
隊
百
二
十
高
固
な
り
し
を
百
八
十
潟
固
と
と
七
百
九
十

蔦
圏
、
い
既
定
計
童
に
基
て
航
宰
隊
維
持
費
議
定
年
度
割
の
晴
百
八
十
高
固
い
か
増
加
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
但

し
航
空
隊
維
持
費
は
兵
備
改
善
費
の
中
に
も
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
答
。
性
質
上
経
常
費
で
あ
る
か
ら
韮
に
之
を
論
争

る
。
要
之
、
航
空
隊
の
維
持
も
新
艦
舶
の
維
持
と
同
じ
く
.
後
年
に
亘
り
て
永
〈
経
常
費
を
形
〈
る
色
の
な
る
こ

と
論
?
る
迄
も
な
い
。
概
計
表
に
鑑
常
費
増
と
し
て
現
は
れ
る
の
は
営
然
の
こ
と
、
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

昭
和
八
年
度
珠
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

i¥ 

五

第
五
時
調

七
豆王



昭
和
八
年
度
設
算
よ
り
額
た
る
財
政
計
査

第
三
十
大
巻

八
一
六

第
五
時
耶

t 
~ ，、.

以
上
論
守
る
所
に
依
て
之
を
観
る
と
、
園
債
利
子
の
増
と
震
替
差
損
金
左
新
艦
船
及
航
空
隊
維
持
賓
の
帯
と
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、

.

.
 k.、、

約
二
億
固
の
経
常
賓
の
増
と
な
る
。
之
を
前
に
掲
げ
た
概
計
表
の
粧
常
費
に
加
へ
、
躍
常
般
入
を
十
三
億
圏
内
外

と
し
て
、
前
に
掲
げ
た
概
計
表
よ
ち
七
八
千
高
固
を
除
き
、
経
常
費
と
経
常
牧
入
と
を
軒
照
せ
し
か
る
と
せ
ば
此
閥

係
の
み
に
於
て
昭
和
八
年
度
以
降
概
計
表
に
於
て
、
三
億
闘
に
近
き
歳
入
不
足
が
出
て
来
る
勘
定
と
な
る
の
で
あ

4
0
。

七

、

臨

舗

帥

臨

時

費

総
ん
で
臨
時
賓
の
副
引
先
に
移
る
口
昭
和
八
年
度
の
臨
時
費
に
於

τは
も
従
来
賓
際
に
於
て
年
々
一
繰
返
さ
れ
て
ゐ

る
色
の
と
、
昭
和
八
年
度
諜
算
の
大
膨
脹
を
来
た
し
た
臨
時
費
と
を
匝
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
在
は
悲
に
前
者
e

智
雄

績
的
臨
時
費
と
い
ひ
後
者
を
非
常
臨
時
費
と
名
づ
け
て
置
く
。

今
非
常
臨
時
費
を
形
く
る
色
の
を
昭
和
八
年
度
濠
算
じ
於
て
求
h
u

る
と
左
の
三
つ
が
あ
る
。

満

洲

事

件

費

一

八

六

J
二一一

o、
五
七
二
回

兵
備
改
善
に
閥
ナ
る
経
費
二
三
丸
、
九
八
O
、二↓一

時

局

一

匡

救

費

二

一

三

、

七

八

O
、
五
九
三

計

一

六

四

O
、O
丸
一
、
三
七
六

兵
備
改
善
賀
町
中
に
は
海
軍
工
廠
資
金
臨
時
補
足
貨
を
併
せ
計
算
し
た
、
此
資
金
に
依
り
作
戦
資
材
を
購
買
せ
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

此
六
億
四
千
九
高
固
の
数
字
は
大
韓
広
昭
和
八
年
度
臨
時
費
が
、
六
年
度
よ
り
も
急
増
し
た
る
数
字
に
営
る
。
而

し
て
此
敷
宇
を
昭
和
八
年
度
臨
時
費
組
額
九
億
四
千
四
百
高
田
よ
り
差
引
(
と
三
億
齢
高
固
の
臨
時
費
が
礎
P
。



ぞ
れ
が
大
躍
に
纏
績
的
臨
時
費
を
形
〈
る
色
の
で
あ
る
。

非
常
臨
時
費
と
糟
績
的
臨
時
費
と
が
、
昭
和
八
年
度
以
降
諜
算
概
計
表
に
如
何
に
表
は
れ
る
か
、
衣
に
研
究
を

•••••• 

要
す
る
問
題
で
あ
る
。
先
づ
耀
績
的
臨
時
費
を
検
討
す
る
。
繕
績
的
臨
時
費
は
、
大
韓
準
艦
常
豊
正
雄
績
的
補
助

奨
励
賓
と
織
績
費
と
皆
事
皆
滅
費
と
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
臨
時
費
に
は
此
外
一
時
的
経
費
で
業
後
に
繰
返
さ

れ
な
い
も
の
も
め
る
。
此
一
時
的
経
費
と
皆
晴
皆
械
は
概
計
表
に
於
て
後
年
の
鰹
捷
L
」
し
て
現
は
れ
な
い
。
そ
こ

で
在
は
張
に
準
経
常
費
、
纏
績
的
補
助
奨
励
費
、
纏
績
費
の
三
を
考
察
す
る
に
止
め
て
置
く
o

•••• 

一

1川
1

;

樫
常
費
止
い
在
、
名
は
臨
時
費
で

ベ
九
州
三
町
民
口
八
一
め
冶
品
、
費
関
は
艇
常
較
で
あ
り
.

一一二五
J
一八一、一回八

一九、目玉豆、老三

五、八四五、同一円

一、一旦品、九三一

七二一、{)耳(〕

一、八四回、七一宍

九回唱、し唱一エハ

Z
J

一一一三、古川八五

一、さ口、
D
O
O

一Z
E

、九九(〕、
D
E

水各費民公防家i事支利四特北舷

道省宗宗賀毒染那EZ雲海蛇
計費 其野染病駐付言f道

替他官病屯支 縫 製
補 遺行及豊島部那賀拓
助繕林遺品 債 補促株害防隊券売組 :n~
資資進貫主皐賀賀元食費挟

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
室

一
凶

ι正
一
、
4
r
h
A
q

一語、{〕同一、八九一一

一二、三屯一一晶、
44

一回

己、さハ五、一き一且

一、一き、若旦

一、回一一一、同九回

四八八、八玄

一、占回耳、園口早

き
そ
一
生

二、ロニ目、一首八

一、六
4
4
0

、cou-

-一一、七且唱、一四円

昭

和

六

年

度

山市

J
1
1
E
h

概
計
表
に
於
て
は
十
箇
年
を
遁
じ
、
最
初
の
年

度
位
の
鰹
費
を
計
上
し
て
置
か
ね
ば
な
百
ぬ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
費
の
性
質
か
ら
じ
て
、

又
政
策
の
上
か
ら
し
て
其
鰹
費
支
出
の
額
が
飴

り
盛
夏
せ
ら
れ
な
い
も
の
と
考
へ
て
然
石
べ
き

も
の
で
あ
る
。
今
此
の
如
き
経
費
を
強
算
の
中

よ
り
拾
っ
て
見
る
。

上
表
の
経
費
中
、
艦
艇
製
造
費
は
織
績
費
を

第
三
十
六
血
管

第
五
務

i¥. 

セ

ヒ
土



府
和
八
年
度
換
算
よ
事
親
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

A 

A 

第
五
競

4ゴ
ノーL

形
〈
っ
て
ゐ
る
げ
れ

E
も
、
演
口
頭
相
以
来
.
比
鰹
賓
に
限
り
概
計
表
に
於
て
艦
績
費
の
年
度
割
の
な
い
午
に
る

相
嘗
の
財
源
伝
留
保
し
て
来
っ
た
の
で
あ
る
。
北
海
道
拓
嫡
費
は
所
謂
拓
殖
計
董
上
、
十
年
を
通
じ
て
の
経
費
と

計
算
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
水
道
整
補
助
の
如
き
は
、

一
定
額
を
定
め
、
業
範
囲
に
で
補
助
を
な
す
こ
と
を
例
と

し
て
ゐ
る
。
各
省
管
繕
費
は
小
管
繕
T
事
買
上
十
箇
年
を
貰
い
で
存
す
る
も
の
で
め
る
。
業
初
め
砂
年
の
特
例
に

属
す
る
も
の
を
除
い
て
、
業
後
の
年
の
経
費
を
割
h
J
出
す
べ
き
こ
と
論
争
}
侠
た
ね
。

、
、
、
、
、
h
h
"

、
肺
臥
、
即
、
、
、
、
、
n

布
の
去
に
依
っ
て
腕
て
も
、
此
種
の
続
殺
は
一
億
三
千
五
百
高
闘
の

E
樹
仁
議
す
お
い
か
w

艦
艇
製
議
費
の
外
.

、
、
、
、
、
‘
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

大
躍
に
於
て
六
年
度
の
経
費
と
相
違
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
知
る
。
偶
々
樫
常
費
に
準
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以
が
明
に

な
る
。
是
等
の
経
費
を
公
債
に
依
っ
て
支
排
す
べ
か
ら
ゴ
る
は
論
?
る
迄
も
無
い
。

•••••••• ニ
、
韓
績
的
補
助
提
鳳
費
は
前
の
粧
費
に
準
守
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
の
経
費
よ
り
は
、
業
額
が
捷
動
世
に
富

み
、
概
計
表
に
於
で
は
後
年
に
至
る
桂
大
韓
に
減
じ
て
行
く
も
の
で
め
る
。
然
し
、
こ
れ
も
十
箇
年
ぞ
通
じ
て
存

す
る
を
普
通
と
す
る
。
此
種
の
経
費
は
農
林
省
商
工
省
遁
信
省
等
の
如
〈
産
業
の
焚
励
振
興
に
主
力
を
置
く
省
の

所
管
に
於
で
最
も
多
い

0
1

随
っ
て
臨
時
費

ιは
い
へ
、
其
省
と
し
て
産
業
の
振
興
産
業
の
保
護
費
繭
-
包
蔵
す
る
と

い
ふ
政
策
を
断
行
せ

yfb限
h
永
績
す
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
常
費
の
性
質
を
帯
ぷ
る
所
以
で
あ
る
。
之

に
準
中
石
も
の
に
土
木
費
の
補
助
が
あ
る
。
、
今
此
種
の
経
費
の
百
高
園
以
上
の
も
の
を
拾
っ
て
免
る
。
-



救
に
聞
係
を
有
す
る
が
矯
め
に
外
な
ら
ぬ
。

••• 三
、
織
績
費
は
或
る
年
限
の
聞
は
年
度
割
が

定
ま
っ
て
ゐ
る
が
、
其
期
聞
を
経
過
す
れ
ば
、
失
の
韓
績
費
炉
定
め
ら
れ
る
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
貫
際
に
は
経

常
費
の
如
〈
、
年
々
繰
返
3
る
う
経
費
と
な
る
が
、
概
計
表
に
於
て
は
、
業
織
績
期
間
に
於
げ
る
経
費
を
計
上
す

る
に
止
め
る
の
で
あ
る
。
我
国
聾
算
に
於
て
繕
績
費
と
な
れ
る
色
の
は
頗
ろ
多
い
が
、
達
観
し
て
い
へ
ば
、
土
木

事
業
費
、
海
陸
軍
-
の
圃
防
費
、
震
災
復
奮
費
、
電
信
電
話
構
張
費
等
に
於
て
存
す
と
見
て
よ
い
。
而
し
て
比
中
で

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
重

一
ニ
、
旦
一
宅
、
Z
-
豆

=
、
六
月
八
五
、
一
三
月

一
、
口
同
九
、
五
一
八

一
、
歪
ニ
、
一
歪

回
、
。
回
玉
、
七
六
一
一
且

車
、
一
一
一
六
、
四
五
A

E
、
羽
三
誌
、
五
ヨ
司
、

l
E
τ
E

ヨ
ベ
ノ

Z
J
四
一
ロ
パ
五
一
八

昭

和

八

年

度

て
勧
業
奨
樹
費

開
墾
及
土
地
改
頁
費

農
事
改
頁
奨
励
賞

潟
港
修
築
奨
励
費

貿

易

振

興

費

農

村

振

興

費

商

主

業

奨

励

費

二
、
土
木
費
補
助

滞
滞
修
築
費
補
助

土
木
駒
田
借
入
金
刺
子

補
給

三
、
運
輸
補
助

航

路

補

助

航

空

輸

悉

補

助

令

計

一
口
、
回
口
口
、
一
五
九

=
J
口
一
口
、
ロ
ロ
ロ

回
目
一
[
}
七
一
、
一
口
口

昭

和

六

年

度

一口
1

品
ニ
A
ぺ
を
一
一
-

一
ケ
一
回
目
、
屯
一
得

七
人
ニ
、
四
九

寸
室
内
1

九
回

z
、
八
六
一
〕
、
J
y
h

E
、
五
六
一
九
四
五

J

一
.
一
明
記
一
、
五
回

一
、
田
口
同
ぺ
五
五

一
ロ
ベ
九
屯
一
阜
、
口
五

星
、
ニ
=
一
ロ
ペ
ロ
ロ
Q

Z
晶
、
」
型
式
、
四
八

上
表
の
中
、
航
路
補
助
は
昭
和
十
年
度
迄
で

あ
り
航
空
轍
設
補
助
は
昭
和
十
四
年
迄
で
あ

る
。
固
よ
り
某
時
に
な
る
と
、
更
に
補
助
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
ら
う
が
、
蹴
計
表
に
は
業
以
後
に

に費れ、百、 此
相備に;、喜ii、此等
営助出、岡、種ーの
の、とし、 lニ、の鰹
増問、、建、経費
加墾 Zhす、費を?
を及 J11昼、お、は計
見土 0)、が、昭上
て地相、、、和せ
ゐ改 J車、三、 A ~: 
る良，いを、年る
ロ費一!誌111'[、度は
是農 CF 草[1、に営
れ事 i:1

、 六 、 於 然
は改 " ~:、てで
時良 121 占禁:、四、あ
局費+.の、千、る
匡等木ぞ、六、。

第
三
十
六
巻

第
五
務

A 

7(j 

ーヒ
:Ju 



昭
和
八
年
度
珠
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
童

艦
艇
建
造
費
と
北
海
道
拓
殖
費
と
は
、

既
に
論
じ
た
か
ら
、

同

八

年

度

、

同

十

一

年

度

、

同

十

七

年

度

八

?

?

比

較

し

て

見

る

。

治

業

費

港

海

改

疋

賀

大

蔵

右

俸

燐

賢

園

防

充

備

費

土

地

建

物

整

理

費

陸

軍

震

災

復

嘗

費

水

・

陸

整

備

費

海
軍
航
空
隊
設
備
費

艦

艇

整

備

費

海

軍

兵

器

充

賓

貴

海
箪
々
需
品
其
他
復
奮

喪支

部

震

災

復

養

費

電

話

交

換

披

張

費

令

計

一
五
、
口
有
国
、
喜
一

人
、
一
八
五
、
占
回
ム

U

J
一一一旬、

-zh」

耳、入一一八、
A
A屯

一、口一一ハ一、一五一

エ
、
八
六
品
、
一
七
回

E
、
五
台
一
、
六
一
口

ニ
主
一
占
£
記
一

一
一
、
也
市
八
三
一

h

J
川ん晶、四四回一

一口一、一九五
1

占口一一一一

一、車一品、五一デ一

A
、』山口晶、一夫哲

一七、口
Z
岡
、
き
(

昭

和

八

年

度

品、日中園ニ、六一〕五

手
ハ
、
一
一
口
、
八
回

品、一口〔}、ロロロ

一、
E
占占、丸山一口

三、

8
一、ュ
Z
D

一一五、一吉一、一声〕口

一夜一口、八一語、内八五一

第
三
十
六
巻

第
五
時
抗

A 
O 

昭

和

六

年

度

フk

事

A 

O 

之
を
除
き
、

其
他
の
繕
績
費
に
付
き
昭
和
六
年
度
、
‘

一、=一三人、
A
A
H
O
E
-

園、
Z
4
丸
、
内
口
同

E
占七、王国一

一
、
九
ハ
六
、
入
国
六

-
Z
〕、九一戸、一一口口

さ一、九口
n
A
1

八回口

へ
百
高
園
以
上
回
も
の
を
取
る
)

一
一
三
一
豆
、
主

主

-
E一
人
五
一
ム

ヨ
£
問
団
、
均
一
一
民

五回、
A
九人、国五

昭
和
十
一
年
度

昭
和
十
七
年
度

ー-巴
ノ... 、
ノ、 l
F、
ノ、ー叩

』同

一天点、八口
4
4

一、八占
ι

曲、七昌一ハ

、六人一一、一回

一、九回豆、五五回…

一ュ、口…目玉、九一一一

一口、六=一回、当日一一五

亘{){}、口口〔}

1 '1 

一
、
一
き

d
g

一、
D
D
白、口一〕

一一、ニ王旦、
E
A占

一
、
九
口
円
、
六
回
口

宅

三且

7< 

"" 

三"-、
"" = 区a、
吉正
也輔

4五L

土
木
事
業
費
並
に
陸
海
耳
開
係
の
経
費
共
に
時
局
匡
救
費
と
兵
備
改
善
費
と
に
関
聯
し
て
ゐ
る
。

昭
和

右
の
中
、

八
年
度
の
艦
喪
が
急
増
し
て
約
二
億
固
の
飛
躍
を
見
て
居
る
の
も
之
が
渇
め
で
あ
る
。
併
し
非
常
時
局
が
止
む
と



し
で
も
、
少
く
と
も
昭
和
六
年
度
分
位
の
色
の
は
残
り
、
此
位
の
継
績
費
は
常
に
存
す
る
も
の
と
見
る
ベ
・
き
で
あ

る
o

A

阿
蕊
正
一
言
す
べ
き
は
、
昭
和
十
七
年
に
至
つ
で
も
繕
績
費
の
年
度
割
が
千
五
六
百
高
固
色
存
し
て
ゐ
る
。

八
、
構
蝿
的
臨
時
費
よ
り
観
た
る
罪
事

以
上
纏
績
的
臨
時
費
の
研
究
に
依
り
、
臨
時
費
の
中
に
は
、
経
常
費
と
同
じ
標
に
年
々
繰
返
3
る
べ
き
額
が
多

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
.
、
、

い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
準
経
常
聾
と
糠
績
的
補
助
奨
刷
費
と
を
合
せ
て
見
て
も
既
に
一
億
八
千
二
百
高
聞
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、

上
る
。
之
に
織
積
費
の
最
少
額
印
ち
昭
和
十
七
年
度
分
を
加
ふ
る
と
、
二
億
闘
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
w
h
w
h
w

真
じ
昭
和
六
年
度
臥
降
の
槻
計
表
に
依
っ
て
之
を
見
る
も
、
臨
時
費
は
十
箇
年
を
通
じ
二
信
回
よ
り
二
信
五
千

、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、

高
凶
内
外
白
色
桂
来
レ
て
ゐ
る
。
緊
縮
時
代
に
於
で
も
w

臨
一
昨
摘
は
此
の
加
h
u
R制
に
上
つ
で
ゐ
お
り
川
畑
々
以
℃
臨

、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
.
、
、
.
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

時
費
額
の
此
等
程
度
は
経
常
費
と
同
じ
く
諌
算
よ
り
除
き
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
観
ね
ば
な
ら
ぬ
。

此
の
如
く
名
は
臨
時
費
で
あ
っ
て
も
、
其
買
は
鰹
常
費
LL
同
じ
様
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
之
を
支
排
す
る

に
は
経
常
収
入
金
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
等
の
経
費
を
臨
時
費
で
経
理
し
て
ゐ
る
の
は
、
諜
算
の
技
術
上
の
問
題

に
過
ぎ
ぬ
。
財
政
計
量
を
立
て
る
上
に
於
て
は
、
臨
時
費
ぞ
以
て
律
し
て
公
債
支
排
と
す
べ
き
で
無
い
。
是
が
故

、
‘
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
概
計
表
に
於
て
は
少
く
と
も
二
億
固
程
度
の
臨
時
費
は
経
常
牧
入
を
以
て
支
排
す
る
様
に
牧
支
閥
係
を
調
節
せ

ね
ば
わ
い
加
。
換
言
す
れ
ば
m
r
ι
r
h
w
ん
h
骨
骨
費
と
を
恥
骨
ぃ
、
経
常
牧
心
的
一
秒
h
m恥
T
L
V

わ
い
L
r
少
酌
度
に
か
わ

二
億
闘
を
超
過
す
る
様
に
組
み
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

。。。。

之
を
過
去
の
例
に
徴
す
る
も
、
・
衣
の
'
加
〈
鰹
常
牧
入
は
常
に
経
常
費
を
超
過
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

第
五
貌

A 

A 



昭
和
八
年
度
臨
時
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
壷

年

第
三
十
六
巻

大
正
十
五
年
度
以
降
経
常
歳
入
歳
出
比
較
表

昭

和

元
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都
て
昭
和
八
年
度
以
後
の
財
政
賦
鵡
を
見
る
に
、
此
経
常
費
の
賞
質
を
有
す
べ
き
臨
時
費
を
支
排
す
る
財
源
が

無
い
。
経
常
牧
入
は
経
常
費
を
支
排
す
る
に
足
ら
ぎ
る
航
態
で
あ
る
こ
と
は
鰹
常
歳
出
入
封
照
の
討
究
に
依
つ

τ

明
と
な
つ
に
か
ら
で
あ
る
。
ぞ
こ
で
此
等
の
経
費
は
、
経
常
歳
入
不
足
八
?
と
同
じ
〈
益
債
に
依
っ
て
支
耕
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
是
に
於
て
我
財
政
に
三
億
囲
内
外
の
経
常
的
歳
入
銑
陥
の
存
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出

来
る
。
此
結
論
は
経
常
費
の
研
究
に
依
っ
て
下
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
が
、
又
同
時
に
能
額
的
臨
時
津
の
研
究
に
依
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っ
て
色
下
さ
る
べ
き
結
論
で
み
の
る
。

九
、
非
常
臨
時
費
と
概
針
表

突
に
轄
じ
て
非
常
臨
時
費
を
検
討
す
る
。
非
常
臨
時
費
が
昭
和
八
年
度
を
以
て
終
る
と
せ
ば
、
概
計
表
は
約
三

億
固
の
恒
久
的
赤
字
を
以
て
十
年
間
を
貫
く
も
の
と
な
っ
て
梼
む
の
で
あ
る
が
、
非
常
臨
時
費
が
後
年
に
績
け
ば

そ
れ
だ
け
.
臨
時
費
営
膨
大
な
ら
し
め
、
歳
入
不
足
を
大
な
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。

•••• で
満
洲
事
件
費
と
し
て
は
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
の
事
件
突
凄
以
来

U

七
年
度
絡
h
ノ
迄
に
二
八
八
、
八
四
九
、

七
六
八
固
の
金
額
を
費
消
し
、
克
に
八
年
度
に
於
て
一
八
六
、
一
二
三

O
、
五
七
二
国
営
費
す
議
定
で
あ
る
。
業
綿
額

は
五
六
一
一
寸
一
ニ

C
七

U

二
九
七
闘
に
上
る
。
特
別
曾
計
む
加
ふ
れ
ば
正
に
五
七
一
一
一
、
じ
王
六
、
四
五
五
固
と
な
お
む

買
に
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
る
。
然
し
我
闘
が
満
洲
闘
を
承
認
し
、

日
満
議
定
書
に
依
り
、
同
国
の
治
安
維
持
に
任

じ
て
ゐ
る
以
上
、
己
む
会
得
Y
る
鰹
費
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
満
洲
に
は
兵
匪
横
行
し
、
治
安
の
維
持
の
鴻
に
常

に
兵
力
を
用
ふ
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
に
於
て
も
相
営
の
経
費
を
要
す
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
陸
軍
営
局
者
は
兵

匪
の
鎮
定
守
る
に
従
ひ
満
洲
事
件
費
が
究
第
に
減
じ
行
き
、
昭
和
十
年
か
十
一
年
か
に
至
れ
ば
卒
年
化
し
、
七
八

千
高
固
の
鰹
費
に
て
足
り
る
こ
と
う
な
る
で
あ
ら
う
と
言
明
し
て
ゐ
る
。
卒
年
化
す
る
と
い
ふ
は
殆
ど
兵
瓦
を
交

え
ぎ
る
意
味
で
あ
る
ζ

と
言
営
侯
た
向
。
七
八
千
高
圃
は
我
源
遣
師
圏
一
か
満
洲
闘
に
駐
屯
す
る
震
め
日
要
す
る
艦

常
費
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
陸
軍
営
局
者
の
言
明
を
そ
の
僅
採
り
容
れ
て
財
政
計
査
を
立
て
る
と
す
れ
ば
、
昭
和
九

年
度
十
年
度
と
究
第
に
少
く
な
っ
て
析
か
う
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
九
年
度
に
於
て
は
一
億
数
千
高
固
昭
和
十
年
に

昭
和
八
年
度
濠
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
巻

丹、

第
五
時
制

i¥ 



昭
利
入
年
度
換
算
よ
り
観
た
る
財
政
計
重

第
一
一
一
十
大
巻

i¥ 

~~ 

第
五
披

i¥ 
I'H 

於
て
も
一
億
固
を
下
ら
5
る
費
用
を
要
す
べ
〈
、
昭
和
十
年
後
仁
平
年
化
す
る
と
し
て
も
七
八
千
高
固
を
粧
常
費

正
し
て
、
概
計
表
に
見
込
ん
で
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
己
叫
ん
伽
九
山
静
L
P
に
至
つ
て
は
、
更
に
問
題
が
紛
糾
す
る
、
兵
備
改
善
費
は
陸
軍
'
と
海
軍
と
に
百
一
つ
て
ゐ
る
問

題
で
あ
る
が
、
陸
半
に
関
す
る
限
り
、
兵
備
改
善
費
は
満
洲
事
件
豊
と
関
聯
し
て
之
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
陸

軍
の
い
ふ
所
の
兵
備
改
善
提
は
、
左
の
友
好
以
て
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
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カ
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持

補

備

教

育

諸

制

度

改

善

-
軍
需
諸
品
整
備
(
蹴
定

一
線
綴
費
繰
上
)

一

計
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陸
軍
は
兵
備
を
大
戦
前
型
よ
り
急
蓮
に
現
代
型
に
改
め
ん
と
企
て
、
之
が
斜
め
に
作
戦
資
材
其
他
の
軍
需
口
聞
を

整
備
し
、
新
兵
器
の
運
用
に
必
要
な
る
補
備
敢
育
を
施
し
、
諸
制
度
を
改
善
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
其
補
備
敢

育
や
諸
制
度
の
改
善
は
満
洲
の
駐
屯
軍
に
も
之
を
適
用
す
る
こ
と
h

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
在
満
兵
力
維
持
の
震

に
経
常
費
の
減
少
す
る
理
由
は
外
で
も
無
い
、
満
洲
に
探
遣
せ
ら
れ
に
る
師
圏
が
業
兵
力
を
殆

A
ど
彼
地
に
移
す

心
及
ん
で
、
内
地
に
於
て
経
費
を
要
せ
な
く
な
4
0
矯
め
で
あ
り
、
更
に
補
備
敷
育
も
満
洲
に
於
て
行
ふ
こ
と
・
3

な



っ
て
ゐ
忍
。
骨
骨
勘
九
v
h
山
骨
と
は
、
下
組
幹
部
の
充
足
、
勝
校
生
徒
の
増
加
、
幹
部
候
補
生
制
度
の
改
善
、
職
事

隊
改
編
及
新
設
、
克
斯
防
護
致
育
機
関
新
設
、
特
科
下
士
官
養
成
機
関
新
設
、
少
年
航
塞
兵
及
幼
年
通
信
兵
養
成

機
閥
設
置
二
年
竿
在
替
兵
秋
季
演
羽
田
召
集
、
各
部
隊
防
護
敢
育
施
設
等
を
な
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
多

数
の
下
士
崎
市
校
合
養
成
す
る
に
重
き
を
置
い
て
ゐ
る
。
軍
需
諸
品
整
備
費
は
倒
防
充
備
費
を
土
牽
と
し
、
軍
備
改

編
費
、
戦
用
品
復
奮
費
等
ぞ
之
に
組
替
へ
震
災
復
信
費
の
中
に
存
す
る
る
の
を
色
併
せ
、
八
千
七
百
骨
高
圃
伝
増
加

し
、
八
年
度
の
既
定
額
白
色
合
せ
、
九
千
七
百
棒
高
聞
と
し
、
要
案
整
備
費
等
ぞ
加
へ
、
岡
防
充
備
費
一
億
百
高
固

と
し
て
珠
算
に
計
上
し
た
の
で
あ
っ
て
、
議
曾
仁
於
て
最
・
色
論
議
せ
ら
れ
た
色
の
で
あ
る
。
顧
れ
ば
、
大
正
十
年

度
の
初
、
八
八
艦
隊
完
成
の
玲
の
晴
晴
に
際

υ旧
中
崎
相
は
悔
陣
取
階
術
日
荷
台
以
日
!
陸
軍
へ
の
分
配
を
主
強
し
、

絡
に
八
八
艦
隊
の
完
成
の
後
郎
ち
大
正
十
七
年
度
よ
り
陸
軍
へ
多
額
の
岡
防
充
備
豊
を
分
配
す
る
こ
と
に
成
効
し

た
。
業
後
政
情
の
麓
化
に
従
ひ
、
屡
々
計
量
日
炉
建
更
せ
ら
れ
陸
軍
の
此
鰹
費
に
闘
す
る
要
求
は
常
に
繰
り
返
へ
き

れ
た

4

昭
和
七
年
度
末
現
在
額
は
綿
額
八
億
二
千
二
百
三
十
高
固
の
中
使
用
済
の
も
の
四
億
千
八
百
六
十
荷
園
、

残
額
四
億
三
百
七
十
高
固
で
あ
っ
た
。
陸
軍
は
軍
備
を
現
代
型
に
化
す
石
と
い
ふ
名
の
下
に
念
に

E
額
の
繰
上
を

一
億
百
高
闘
を
昭
和
八
年
度
に
使
ふ
こ
ん
}
に
し
た
。
さ
う
す
る
と
残
り
は
三
億
固
と
な
る
の
で
あ
石
。
陸
軍

な
し
、

営
局
は
、
議
舎
に
於
て
此
蔑
り
の
三
億
固
を
大
部
分
昭
和
九
年
度
に
使
ふ
意
圃
あ
る
こ
と
を
言
明
し
た
。
慮
で
麗

額
三
億
国
の
圃
防
充
備
費
の
中
に
は
、
要
寒
整
理
費
六
千
二
百
高
固
色
あ
り
、
到
底
一
箇
年
に
用
ひ
壷
さ
れ
る
曹

の
も
の
で
無
い
の
で
、
質
問
膳
答
の
結
某
陸
軍
営
局
は
、
要
寒
整
理
費
を
除
き
、
二
億
四
千
俸
高
固
を
昭
和
八
年

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
童

第
三
十
六
念

八
二
五

第
五
時
前

k
z
 

一，J
「コ



昭
和
八
年
度
議
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
重

第
三
十
六
各

八
二
六

第
五
披

八
六

度
に
使
は
ん
と
す
と
言
明
を
改
め
た
。
慮
JF
、
縫
績
費
諌
算
に
は
蔑
hw
の
三
億
固
を
昭
和
二
十
一
年
度
迄
の
緯
績

費
と
し
、
そ
れ
迄
の
年
度
割
を
定
め
、
九
年
度
割
と
し
て
は
二
千
六
百
寓
圃
を
計
上
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
甚
し
く

矛
盾
す
る
の
み
な
ら
争
、
満
洲
事
件
費
、
兵
備
改
善
費
の
如
き
は
数
年
の
後
に
著
し
く
減
少
す
る
と
い
ふ
首
相
燕

相
心
施
政
方
針
演
説
の
趣
旨
と
も
シ
ッ
ク
リ
合
は
ぬ
の
で
、
議
曾
で
は
論
議
の
種
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
閣
議

と
し
で
は
織
頼
費
強
算
の
過
ち
仁
決
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
陸
軍
営
局
は
一
一
億
四
千
高
闘
を
昭
和
九
年

皮
に
慨
は
ん
と
寸
る
熱
志
位
持
つ

τゐ
る
乙
と
ぽ
げ
法
明
L
二
一
叫
つ
に
。
替
し
噛
軍
蛍
局
の
怠
見
川
織
ら
子
次
の
橡

算
舎
議
で
折
衝
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
或
は
其
意
の
遁
り
に
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
園
防
充
備
費
は
昭
和
九
年
度
に
も

又
一
億
園
、
昭
和
十
年
に
も
又
一
億
固
と
い
ふ
が
如
く
定
め
ら
れ
ぬ

k
も
限
ら
ぬ
。
き
う
す
る
と
昭
和
九
年
度
以

降
の
概
計
表
に
於
て
は
昭
和
九
年
度
十
年
度
に
臨
時
費
が
非
常
に

E
額
と
な
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ココ
0

0

2

コ
D

O

昨
動
-mu
兵
備
改
善
費
は
前
既
に
設
ド
七
航
空
関
係
諸
費
の
外
、
補
助
艦
艇
製
造
費
の
追
加
、
艦
舶
改
装
等
日
要

す
る
経
費
、
兵
器
更
新
等
に
要
す
る
鰹
費
其
他
で
、
約
八
千
高
固
に
上
っ
て
ゐ
る
。
業
中
で
最
も
議
論
に
花
を
暁

、、

か
し
た
も
の
は
、
膿
艇
製
造
費
で
あ
っ
た
。
瞳
艇
製
造
費
は
千
五
百
寓
固
を
算
し
、
潜
水
母
艦
一
隻
、
小
幅
潜
艇

一
年
限
の
経
費
で
あ
る
。
慮
が
議
舎
に
於
て
此
艦
艇
製
造
費
は
第
二
次
補
充

二
隻
を
製
造
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、

.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

計
査
の
頭
を
出
せ
る
も
の
な
り
や
と
い
ふ
質
問
が
出
て
、
海
軍
営
局
者
が
然
り
と
答
ふ
る
に
及
び
、
頭
が
め
れ
ば

胴
が
あ
り
、
尻
尾
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
第
二
衣
補
充
計
量
の
輪
廓
如
何
と
い
ふ
聞
が
頼
脅
し
た
の
で
あ
る
。
若
し

第
二
失
補
充
計
査
が
出
て
来
れ
ば
、
海
軍
の
臨
時
費
は
又
大
に
膨
脹
す
る
を
見
れ
ぬ
。
蓋
し
海
軍
で
は
障
に
第
二



次
補
充
計
董
を
持
ち
合
し
て
ゐ
る
。
只
そ
れ
が
閣
議
で
決
定
し
て
ゐ
な
い
か
ら
、
海
相
が
、
灰
め
か
す
に
止
め
て

ゐ
eo
。
首
相
燕
相
は
、
之
に
反
し
て
非
常
臨
時
費
は
一
時
的
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
数
年
の
後
に

著
し
〈
械
や
J

る
に
相
違
な
い
と
繰
り
返
へ
し
て
ゐ
る
。
兎
に
角
第
二
次
補
充
計
査
は
崎
市
来
に
解
決
せ
ら
る
べ
き
問

題
で
あ
っ
て
、
概
計
表
を
魅
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

••••• 一
品
、
時
局
匡
救
費
は
初
め
よ
り
三
年
を
限
り
て
‘
六
億
固
の
規
模
で
、
慶
く
土
木
事
業
を
起
し
、
農
民
業
他
中

小
商
工
業
者
に
購
買
力
ぞ
増
進
せ
し
む
る
趣
旨
で
計
量
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
七
年
度
に
一
億
七
千
高
固

が
一
使
ひ
、
昭
和
八
年
度
に
二
一
億
二
千
三
百
高
固
ぞ
使
は
ん
と
し
て
居
る
。
そ
れ
で
四
億
固
と
な
る
か
ら
.
藤
る
ニ

億
岡
を
昭
和
九
年
肢
じ
側
ふ
こ
L
L
い
い
な
る
諦
で
め
る
。

-
u
t
J
J
J
L

、一一宮町引引'-、、

E
ヰ
I
U
〉

I
4争
時
，

烈
I
Fノ
占

u
E
j
L
P
A
七
j
uハ
U
E
h椙
E
r
ト
認
さ
広
z

事
L

農
村
の
景
気
が
侠
復
す
れ
ば
、
残
額
を
悉
〈
使
は
な
い
で
も
よ
い
。
唯
A
1
迄
計
差
し
た
土
木
事
業
の
閥
係
も
あ
一
る

か
ら
、
昭
和
九
年
度
に
も
相
営

E
額
の
時
局
匡
救
費
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
う
。
概
計
表
を
作
る
と
せ
ば
昭

和
八
年
度
輔
概
算
に
依
っ
て
慨
に
定
ま
れ
る
も
の
〉
外
は
之
を
載
す
こ
と
出
来
向
。
八
年
度
強
算
に
依
っ
て
定
ま
-
っ

た
九
年
度
分
時
局
匡
救
費
は
四
千
五
百
七
十
高
園
位
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
昭
和
十
牛
度
に
な

れ
ば
如
何
に
な
る
か
と
い
ふ
に
、
所
謂
時
局
匡
救
費
な
る
名
は
消
え
る
に
相
違
な
い
が
、
業
費
の
土
木
事
業
は
相

嘗
繕
摘
す
る
も
の
色
あ
る
と
考
べ
ね
ば
な
ら
向
。
そ
こ
で
少
し
〈
時
局
匡
救
品
質
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
め
る
、
。

。

時
局
匡
均
聾
は
、
内
務
省
の
農
村
振
興
土
木
事
業
と
農
林
省
の
農
業
土
木
事
業
と
を
主
な
る
も
の
と
す
る
。
向

。0
0

0

0

C

0

0

0

コヨ

務
省
の
農
村
振
興
土
木
事
業
は
、
道
路
関
係
、
治
水
閥
係
、
港
濁
閥
係
の
三
種
の
事
業
に
外
な
ら
ぬ
。
骨
内
務
省

昭
和
八
年
度
環
算
よ

P
視
た
る
財
政
計
董

第
三
十
六
巻

A 

七

第
五
競

八
七



昭
和
入
年
度
換
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
童

第
三
-T
六
巻

A 

i¥ 

第
五
時
蜘

i¥ 
i¥ 

の
時
局
匡
救
費
と
し
て
は
署
療
救
護
に
要
す
る
鰹
費
、
公
盆
質
屋
奨
励
費
、
失
業
膳
念
施
設
費
、
地
方
改
善
膳
念

。コ
9

0

0

9

0

0

3

0

施
設
費
、
北
海
道
拓
殖
費
の
特
定
経
費
迄
も
之
に
包
括
せ
し
め
て
ゐ
名
。
農
林
省
の
農
林
土
木
事
業
は
、
開
理
事

業
、
用
排
水
故
良
事
業
、
暗
渠
排
水
及
小
設
備
事
業
、
公
有
林
野
官
行
遣
林
事
業
、
荒
廃
林
地
困
替
復
奮
事
業
、
固
有

林
林
道
闘
設
事
業
、
固
有
林
野
砂
防
設
備
事
業
、
固
有
海
岸
林
砂
防
設
備
事
業
、
固
有
造
林
地
撫
育
事
業
、
荒
底

林
地
復
醤
事
業
。
休
港
開
設
事
業
、
小
漁
港
設
備
事
業
、
崎
摺
舶
揚
揚
及
築
磯
設
備
事
業
、
牧
野
改
良
事
業
、
桑

圏
整
理
及
改
楠
事
業
等
合
行
ふ
も
の
で
あ
り
、
倫
農
林
省
の
時
局
医
救
と
し
て
、
農
村
鰹
梼
克
生
施
設
を
も
鴻

す
こ
と
〉
し
て
ゐ
る
ο

業
他
の
省
に
於
て
も
替
繕
其
他
多
数
券
働
者
を
使
ふ
事
業
を
有
っ
て
居
れ
ば
、
ぞ
れ
を
時

局
匡
救
費
の
名
の
下
に
行
ふ
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
大
藤
省
の
造
幣
局
工
場
新
管
費
、
横
演
税
閥
陸
上
設
備
費
、
門
司

税
関
陸
上
設
備
費
、
煙
草
販
責
所
新
儀
費
、
煙
草
再
乾
燥
場
新
管
費
、
税
務
署
底
合
新
傍
賓
、
憲
兵
司
令
部
新
儀

費
、
匝
裁
判
所
属
合
新
営
費
の
如
き
、
司
法
省
の
京
都
刑
務
所
居
房
等
新
替
費
の
如
き
、
文
部
省
の
東
京
帝
国
大

挙
航
宰
研
究
所
研
究
用
飛
行
機
製
作
費
、
京
都
東
北
九
州
各
帝
国
大
塵
建
物
改
築
費
、
東
京
高
等
師
範
皐
枝
附
麗

小
拳
校
建
物
改
築
費
、
東
京
帝
国
大
皐
其
他
震
災
復
奮
諸
費
既
定
年
度
割
額
の
繰
上
の
如
き
、
逓
信
省
の
舶
員
授

職
事
業
、
捕
富
桑
名
間
電
信
電
話
線
路
移
築
費
、
電
信
横
張
及
改
良
費
の
追
加
の
如
き
実
例
で
あ
る
。
甚
し
き
は

政
府
の
保
護
奨
励
の
事
業
等
を
時
局
匡
救
に
か
こ
つ
け
る
も
の
も
あ
る
。
商
工
省
の
産
金
奨
閥
豊
、
拓
務
省
の
移

植
民
保
護
奨
脚
費
、
海
外
拓
殖
事
業
指
導
奨
励
費
、
満
洲
移
植
民
費
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。

時
局
匡
救
費
が
右
の
如
き
費
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
恥
九
W
A
ド
ム
ヤ
度
口
一
r
~
f
h
y

い
川
合
い
か
い
-hw砂
小
ひ
い
』
怜



， 

、
、
、
、

出
来
な
い
。
内
務
省
の
道
路
、
河
川
、
港
湾
の
事
業
の
如
き
、
或
る
も
の
は
之
を
躍
績
す
る
の
要
め
る
べ
〈
、
農
林

省
の
農
村
土
木
事
業
の
如
き
農
林
省
の
使
命
と
し
て
之
を
中
結
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
少
く
な
い
。
そ
れ
は
前

に
繕
績
費
を
論
じ
た
所
に
依
っ
て
色
論
謹
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
時
局
匡
救
策
の
講
ぜ
ら
れ

F
る
前
に
於
て

色
土
木
事
業
が
相
営
に
存
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

•••••••••••••••••••• 

回
、
此
く
論
じ
燕
り
非
常
臨
時
品
質
が
概
計
表
の
上
に
如
何
に
現
は
る
う
か
を
見
る
に
、
昭
和
九
年
度
に
於
て
時

局
匡
救
轟
満
洲
事
件
費
が
本
年
よ
り
多
少
械
や
る
と
し
て
も
、
兵
備
改
善
費
が
陸
軍
営
局
の
主
張
す
る
が
如
〈
に

広
ま
る
k
せ
ば
、

本
年
度
ド
比
し
赤
字
は
増
す
と
色
減
争
る
こ
と
は
無
い
。

昭
和
十
年
に
至
つ
て
は
、
或
は
時
局

民
救
授
は
rd
押
切
ら
れ
る
の
名
の
下
に
町
村
事
業
~
の
一
補
助
は
立
与
』
殿
ず
る
ご
と
に
な
る
か
も
知
れ
ね
が
、

4
f
l
 

し
で
も
、
府
聴
を
し
て
行
は
し
め
て
ゐ
る
中
小
河
川
及
中
小
港
漕
の
改
修
事
業
に
封
じ
て
全
〈
無
闘
心
た
る
事
能

は
F
る
べ
く
.
況
ん
や
国
家
の
自
ら
管
U
道
路
河
川
港
漕
に
至
つ
て
は
相
営
の
限
度
に
於
て
之
を
繕
績
ナ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う
。
是
が
故
に
昭
和
十
年
度
に
於
て
も
九
年
度
に
比
し
歳
出
に
於
て
多
少
の
減
額
を
見
る
と
し
て

色
、
急
に
葉
臨
時
費
を
激
減
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
随
て
赤
字
は
七
八
億
固
に
も
達
す
る
で
あ
ら
う
。

慮
で
今
日
に
於
て
昭
和
八
年
度
の
珠
算
を
土
豪
止
し
て
概
計
表
を
作
る
と
せ
ば
、
満
洲
事
件
費
は
全
部
落
と
し

兵
備
改
善
費
は
三
千
二
百
蔦
固
を
.
時
局
匡
救
一
一
費
は
四
千
五
百
七
十
株
高
圃
を
除
〈
外
、
残
額
全
部
を
落
と
し
て

昭
和
九
年
度
の
歳
出
を
計
算
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
少
く
'
と
も
五
億
五
千
五
百
高
闘
が
、
昭
和
八
年
度
臨
時
費

よ
b
差
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
で
色
、
昭
和
九
年
度
の
歳
出
総
額
は
十
七
億
五
千
高
固
と
な
る
べ
く

昭
和
八
年
度
換
算
よ
り
親
た
る
財
政
計
董

第
三
十
六
巻

八
二
九

第
五
競

iI. 
九



昭

和

八

年

度

植

地

算

よ

り

観

た

る

財

政

計

重

第

三

十

六

巻

八

三

O

第

五

競

丸

。

そ
こ
に
四
億
困
の
赤
字
が
出
て
来
る
。
そ
の
後
年
々
…
穂
積
費
が
減
ゃ
.
る
に
従
ひ
、
赤
字
額
が
三
億
固
壷
に
落
ち
絡

に
三
億
囲
内
外
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
唯
形
式
的
に
概
計
表
を
作
る
上
か
ら
見
て
の
結
論
で
あ
る
。
昭
和
九
年
度
十
年
度
の
財
政
が
如
何
に
な

る
か
を
強
想
す
る
と
せ
ば
、
前
通
の
却
〈
満
洲
事
件
費
兵
備
改
善
費
を
打
切
る
も
の
と
見
る
ぺ
き
で
な
い
。

• 

十

、

結

論

以
上
の
研
究
に
依
り
、
昭
和
八
年
度
以
降
の
財
政
計
査
に
於
て
は
一
一
一
億
固
内
外
の
歳
入
快
陥
が
経
常
的
に
現
ば

れ
て
本
る
こ
と
が
朋
と
な
ち
、
昭
和
九
年
度
十
年
度
に
於
て
は
時
局
匡
救
費
、
満
洲
事
件
費
及
兵
備
改
善
費
に
閥

、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
艦
費
一
か
加
は
り
て
歳
入
快
陥
ぞ
増
す
の
で
あ
る
か
ら
赤
字
額
は
依
然
と
し
て
八
九
億
固
に
上
る
こ
と
が
明
と

な
っ
た
。
財
政
の
建
て
直
し
を
策
せ
ん
左
せ
ば
、
先
づ
此
鰹
常
的
赤
字
に
着
眼
し
て
之
を
浪
一
泊
す
る
こ
と
を
考
慮

わ
ね
ゆ
わ
い
加
c

此
経
常
的
赤
字
こ
そ
我
財
政
の
癌
で
あ
る
。
増
税
者
く
は
財
政
整
理
の
目
標
は
此
慮
に
存
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
此
癌
を
泊
h
u

る
に
あ
ら
ま
れ
ば
、
財
政
は
建
て
直
ら
ぬ
。
剖
ち
此
経
常
的
赤
字
が
存
す
右
限
り
之
合

補
填
す
る
が
潟
め
に
、
年
々
三
億
の
赤
字
公
債
を
後
行
泣
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
実
利
子
迄
も
赤
字
公
債
に
依
っ

て
支
耕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
夫
れ
非
常
費
支
耕
の
矯
め
に
、
更
に
五
六
億
園
の
益
債
を
愛
行
す
る
と
せ
ば
、
経

常
的
赤
字
公
債
と
合
せ
其
利
子
だ
け
で
も
四
五
千
高
固
に
上
h
、
そ
れ
だ
け
経
常
費
を
増
し
、
此
癌
を
し
て
愈
々

治
す
べ
か
ら
玄
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
赤
字
公
債
会
己
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
其
利
耕
計
査

を
立
て
、
少
く
と
も
葉
刺
梯
は
之
を
恒
久
財
源
に
求
む
る
こ
L
」
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
財
政
建
直
し
の
最
小

限
度
の
司
標
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。


